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「電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン（案）」に関し、別紙のと

おり意見を提出します。 

 



別紙様式 

該当箇所 意見 

該当ペ

ージ 

該当する記載  

全体   電気通信サービスにおける障害発生時の周

知・広報に関するガイドライン（案）に対し

賛同します。 

P6 対象事故等が発生した、又は発生すると

認識した場合、指定公共機関は、やむを

得ない場合を除き、事故等が発生した時

点から、原則 30 分以内に初報の公表

を行う。それ（指定公共機関）以外の事

業者についても、これに準じて、できる

限り早急な初報の公表を行う。 

「これに準じて、できる限り」とは指定公共

機関以外の事業者については、MVNO の場

合 MNOからの連絡後、固定のサービス卸先

事業者にあってはサービス卸提供元事業者

からの連絡後の対応となることから原則30

分以内の公表が困難であることをご理解い

ただいたことを踏まえての表現と理解しま

す。なお、当協会会員の事業者につきまして

は、以前より障害時には速やかな初報の公

表に努めてきたところであり、今後も引き

続きそのような対応を会員に対し周知し求

めていきたいと存じます。また、その他事業

者が指定公共機関と遅滞なくやり取りする

ための取り組み・協議につき、総務省様に別

途相談申し上げますので、よろしくお願い

します。 

P6-7 指定公共機関は深夜早朝を除き、少なく

とも１時間ごとを目安に情報の更新を

行う。（中略）指定公共機関以外の事業

者は、これらに準じて更新を行う。 

「これらに準じて」とは指定公共機関以外

の事業者については、MVNOの場合MNOか

らの連絡および情報提供後、固定のサービ

ス卸先事業者にあってはサービス卸提供元

事業者からの連絡および情報提供後に、更

新を行うことであると理解しております

が、当協会の会員も従来より情報の更新に

は努めてきているところであり、今後もガ

イドラインの趣旨に基づき一層の頻度での

情報の更新について会員に周知し求めてい

きたいと存じます。また、MVNO/固定のサ

ービス卸先事業者が MNO/固定のサービス



卸元事業者と更新情報を遅滞なくやり取り

するための取り組み・協議につき、総務省様

に別途相談申し上げますので、よろしくお

願いします。 

P9 指定公共機関は、監督官庁である総務省

に対しては原則 30 分以内に連絡、総

務省以外の機関に対しては、初報の公表

後速やかに連絡する。 

指定公共機関以外の事業者は、これに準

じて連絡する。 

「これに準じて」とは指定公共機関以外の

事業者については、MVNO の場合 MNO か

らの連絡および情報提供後、固定のサービ

ス卸先事業者にあってはサービス卸提供元

事業者からの連絡および情報提供後が原則

30分以内に行われることから、これらの場

合は原則 30 分以内の連絡は困難であるこ

とをご理解いただいたことを踏まえての表

現と理解します。当協会の会員の事業者に

つきましては従来より総務省様への速やか

な連絡、報告等に努めております。今後も本

ガイドラインの趣旨に則り、一層速やかな

連絡に努めるよう周知案内してきたいと存

じます。なお、指定公共機関以外の MVNO/

固定のサービス卸先事業者については、警

察、消防本部、海上保安庁の緊急通報受理機

関等総務省様以外の機関については通常連

絡等は行っていないのではないかと存じま

すが、これらの事業者が提供する緊急通報

サービスは MNO/卸元事業者のサービス卸

を利用している関係上独自設備の障害によ

るサービスへの影響は考えにくく、MNO/固

定サービス卸元からの報告で足りると考え

ます。また、上記同様MVNOや固定のサー

ビス卸先電気通信事業者が総務省様に対し

「これに準じて」「初報の公表後速やかに連

絡する」ためには、指定公共機関からの速や

かな通知および情報提供が不可欠であるこ

とから、それらその他通信事業者が指定公



共機関である事業者と遅滞なくやり取りす

るための取り組み・協議につき、総務省様に

別途相談申し上げますのでよろしくお願い

します。 

P17 公 衆 フ リ ー Wi-Fi サ ー ビ ス

「00000JAPAN」も、ID やパスワード

の入力なく無料でご利用いただけます。 

「00000JAPAN」については必ずしも全利

用者に認知され浸透されているとは限らな

いため、説明を加えることが必要と考えま

す。平成 30年 7月豪雨に際し、総務省様か

ら案内された内容を踏まえ下記のような表

現を例とされてはいかがでしょうか。 

「災害時に被災者等がインターネットに接

続できるよう通信事業者等が公衆無線 LAN

のアクセスポイントを無料で開放する

「00000JAPAN」（ファイブゼロ・ジャパン）

も、ID やパスワードの入力なく無料でご利

用いただけます。」 

P19 

別紙２ 

 

データ通

信 

携帯電話におけるインタ

ーネットサービス 

インター

ネット 

固定のサービスにおける

インターネット接続のた

めの回線を提供するサー

ビスの総称（光アクセス

サービス、ADSL等） 

 

データ通信が携帯電話におけるインターネ

ットサービスを指し、インターネットが固

定のサービスにおける回線サービスの総称

という定義は、電気通信サービスにおける

障害発生時の周知・広報で使用する用語と

しては、一般の用語の理解からはずれてい

る感じがあります。 

 


